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就職氷河期世代支援を推進するに当たり、ひきこもり状態にある方など社会参加に向けた支援を必要とする方への自治体におけ
る支援体制の構築に向けて、市区町村及び都道府県において取り組むべき事項を示したもの。

ひきこもり支援施策の推進について（令和２年10月27日地域福祉課長通知）

原則、令和3年度末までに、上記①～③（★）の全ての取組を実施すること
その取組の前提として以下を実施

管内市区町村における①～③（★）の取組状況を把握し、以下の取組や支援を実施すること

Ⅰ 市区町村において取り組むこと

･･･支援体制構築
のための取組
（★）

① ひきこもり状態にある方等が支援につながるためのひきこもり相談窓口の明確化・周知

② 地域の支援内容・体制の検討や、関係者間での支援の目標共有に向けた支援対象者の実態やニーズの把握

③ 関係機関による支援や支援の気運醸成のための市町村プラットフォームの設置・運営

都道府県において取り組むことⅡ

・ひきこもり支援の企画立案等の中心的役割を担う部局の設定

・関係部局間の連携による包括的な支援体制の構築 支援対象者の状況に応じて適切な関係部局が連携・協働して支援を実施

・近隣の市区町村と合同で支援体制を構築する等、地域の実情に応じた支援体制づくりの検討

・管内市区町村における ・ひきこもり支援の取組状況の把握

・それぞれの取組の意義に関する理解促進 市区町村に向けた合同説明会や個別説明等の実施
・取組の横展開
・庁内及び関係者との調整への支援

・自治体規模等の事情により単独での取組が困難な市区町村に対して、複数市区町村での広域実施や都道府県との合同実施の調整

（取組の基本的な考え方）
市区町村におけるひきこもり支援体制の構築に当たっては、以下の①～③の取組が基礎

実態把握の方法は、他の調査との一体
的な実施や、都道府県と市区町村の合
同実施等、地域の実情に応じた方法と
する

②支援対象者の実態やニーズの把握 ③市町村プラットフォームの設置･運営

都道府県PFとの円滑な連携のため、市町
村PFを運営する事務局を設置

市区町村における令和３年度末までの取組実施に向けた計画的な支援や
都道府県の労働部局・都道府県労働局等との連携

①ひきこもり相談窓口の明確化・周知

自立相談支援機関未設置の町村においては、町村内の
部局や都道府県設置の自立相談支援機関等を相談窓口
とすることを検討

相談者の年齢・性別・障害の有無等を問わず相談可能
な体制を構築

広報紙・リーフレット等により、相談窓口の名称・場
所・連絡先等を、全世帯に周知するよう努める

支援対象者の概数やニーズ等の支援体
制や内容を検討する際の基礎となる実
態の把握 既存の会議体の活用や都道府県による共

同設置など柔軟な形態も可能

会議体を開催する必要は無く、関係者間
相互の連絡体制を築くことでも足りる

自治体への要請事項

18

資料3

2

1749hiraki
タイプライターテキスト
厚生労働省

1914oki
長方形



ひきこもり支援施策の全体像

○ひきこもりに特化した相談窓口
○ひきこもり支援コーディネーターによる相談支援
○関係機関により構成される連絡協議会の設置
○ひきこもりに関する普及啓発、支援情報の発信
○市町村単位のひきこもり支援関係機関の取組支援
○法律、医療、心理、就労等の専門職からなる多職

種チームの設置

ひきこもり地域支援センター

ひきこもり状態
にある者

ひきこもり状態に
ある者の家族

都道府県（指定都市）域

○相談内容に応じた支援（プラン作成）と適切な関係機関へのつなぎ
○本人の状況に応じた包括的・継続的な支援
○アウトリーチ支援員の配置

自立相談支援事業（必須）

○就労準備支援プログラムの作成
○日常生活自立・社会生活自立・就労自立における支援
○就労準備支援担当者によるひきこもりの方がいる世帯への訪問支援等の実施

就労準備支援事業（任意）

生活困窮者自立支援制度（福祉事務所設置自治体）

ひきこもり地域支援センター

ひきこもり支援コーディネーター
多職種チーム

社会参加に向けた支援（任意選択で実施）
○相談窓口、支援機関の情報発信 ○居場所づくり
○実態やニーズの把握 ○講習会・家族会等の開催
○ネットワークづくり ○ひきこもりサポーターの派遣
※ひきこもりサポーターの派遣は都道府県も実施可

ひきこもりサポート事業

安心できる
居場所

つなぎ

ひきこもり支援に特化した事業（市町村の任意実施）

チームによる支援 来所・電話相談

来所・電話相談

○ひきこもり当事者（ピアサポーター）等
を含む「ひきこもりサポーター」を養成
するための研修

○市町村等のひきこもり支援を担当する
職員を対象とした養成研修

ひきこもり支援に携わる人材の養成研修事業

社会福祉法人

企業、商店

家族会・当事者会

ハローワーク

サポステ

ＮＰＯ法人

※その他の連携先：社会福祉協議
会、民生委員、保健センター 等
※その他の連携先：社会福祉協議
会、民生委員、保健センター 等

アウトリーチ

市町村域

自立相談支援機関

ひきこもり地域支援センター

SNSや電話等によるオンラインでの居場所の実施やカウンセリング相談な
ど、リモートでのひきこもり当事者・経験者等による支援の実施

ひきこもり当事者（ピアサポーター）等によるSNS・電話等による支援

国

○ひきこもりに関するシン
ポジウムの開催

○ひきこもり支援に関する
情報をまとめたポータルサ
イトの構築 など

普及啓発と情報発信
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ひきこもりサポート事業

○ 地域におけるひきこもり支援の基盤を構築し、ひきこもり状態にある本人やその家族に対して、それぞれの状況に応じた社会
参加に向けた支援を実施する。

（１）実施主体 ：市区町村（社会福祉法人、NPO法人、家族会その他民間団体へ委託可）

※ ひきこもりサポーターの派遣は都道府県も実施可

（２）国庫補助率 ：１／２

（３）国庫補助基準額：市区町村の人口区分に応じて、5,000千円～11,000千円

※ 都道府県が実施する場合は、一律に5,000千円

Ⅰ 事業の目的

Ⅱ 事業の実施主体・補助率等

Ⅲ 事業内容

相談窓口、支援機関の情報発信
相談窓口や利用可能な支援機関の情報をHPや
広報紙等の媒体を活用して、住民に分かりやす
く発信する。

実態やニーズの把握

支援対象者の実態やニーズを把握する。

ネットワークづくり
様々な主体と連携して、効果的な支援が実施で
きるよう、関係機関とのネットワークづくりを
行う。

講習会・家族会等の開催
ひきこもり状態にある者や家族等に向けた講習
会・講演会や、家族同士が交流できる家族会等
を開催する。

居場所づくり
ひきこもり状態にある者が、同様の状態にある
者と安心して過ごすことができ、社会参加の第
一歩となる居場所づくりを行う。

ひきこもりサポーターの派遣
ひきこもりサポーター（※）による訪問支援や
居場所の運営等を実施する。
(※)ひきこもり経験者や家族等を含むひきこもり支援に関心が

ある者で、都道府県・市町村が実施する研修を受講した者。

実施自治体数(令和２年度)
123市区町村

６都道府県

（自治体の取組例）
◆ホームページ・ブログでの情報発信
◆広報紙・パンフレット・チラシの配布
◆地元紙・ラジオでの情報発信

（自治体の取組例）
◆住民を対象としたアンケート調査の

実施
◆支援者へのアンケート調査の実施
◆支援の利用者へのアンケートや

ヒアリングの実施

（自治体の取組例）
◆フリースペースの開設
◆イベント、グループワークの開催
◆ひきこもり女子会の開催

（自治体の取組例）
◆家族の情報交換会、研修会の開催
◆専門家による講演会の開催
◆親子関係等の課題発見に向けた

グループワークの実施

（自治体の取組例）
◆福祉･医療･教育･就労･大学･NPO等の

関係者からなるネットワークの構築
◆当事者、家族、支援機関を対象とした

シンポジウムの開催

（自治体の取組例）
◆サポーターによる訪問支援の実施
◆サポーターによるフリースペース

運営の補助

令和３年度予算額：ひきこもり支援推進事業 11.5億円の内数（再掲）
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実施の背景：

ニートやひきこもり等の社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者の抱える問題の深刻化。しかし，いきなり修学・就労を目
指すのではなく，

まずは安心して過ごせる居場所の重要性が増している。

目的：
青少年健全育成の一環として，ひきこもりやニートの状態にある若者の居場所を作り，社会参加に結びつける。

対象：
市内在住でひきこもりやニートの状態にある15歳以上39歳以下の者

事業内容： 事業実績：
・当事者や家族等の相談業務を行い，グループワークを行う居場所を月2回開設
・活動を通じて円滑に社会生活への移行できるよう支援
・実施場所 ちゃんくす（港町一丁目2番26号）
・実施日 毎月第２・４金曜日 午後

経緯・経過：
広島県が，子ども・若者支援推進法第９条第１項に基づく県計画を平成24年に策定し，ひきこもりやニートへの支援拡充のため，県内

市町にも取り組みを呼びかけたことを受けて，本市においても具体的な取り組みとして居場所づくり事業を創設したもの。
当初の目論見では居場所を設け，その参加者を対象としたグループワークを行うことで社会参加を支援することを想定していた。しか

し，実際にはその前段の生活支援を中心とした電話相談が多数寄せられている。また，50歳を超える当事者に関する相談も寄せられて
いる。

三原市教育委員会生涯学習課

（平成29年度事業開始）

H29 H30 H31 R2 

 居場所  実参加者数 3人 4人 3人 4人 

 延べ参加者数 45人 70人 42人 77人 

 電話相談  延べ相談件数 79件 105件 197件 208件 

資料3

6



ひきこもり
支援施策

子ども・若者
育成支援推進法

若者：青年期（18歳から30歳未満）の者。
施策によってはポスト青年期（40歳未満）も対象。

ひきこもり支援居場所づくり事業

厚生労働省 内閣府

三原市若者居場所づくり事業

三原市教育委員会生涯学習課
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